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（万人）

被保険者数の推移

共済組合員資格の適用要件の拡大に伴い、業態が公務である非常勤職員等が共済組合員となった影響で、2022年10月から
2023年９月にかけて対前年同月伸び率を減少させる要因となっている。2023年10月は対前年同月で再び増加に転じた。

協会けんぽの被保険者数の動向
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共済組合員資格の適用要件の拡大に伴い、業態が公務である非常勤職員等が共済組合員となった影響で、2022年10月から2023
年９月にかけて対前年同月伸び率を上昇させる要因となっている。直近の動向をみると、９月から10月は横ばいである。

協会けんぽの平均標準報酬月額の動向

平均標準報酬月額の推移
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（円）

2022年10月に非常勤職員等が
共済組合員となった影響を除く
と、1.5%の伸びとなっている。

2022年10月に非常勤職員等が
共済組合員となった影響を除く
と、1.5%の伸びとなっている。
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2020年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2021年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2022年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2023年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2022年度対前年同月比
（点線は稼働日補正後）
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協会けんぽの加入者一人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移
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2023年度対前年同月比
（点線は稼働日補正後）

2023年３月から９月までの加入者一人当たり医療給付費は、対前年同期比＋4.3％（稼働日補正後）となっている。
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厚生労働省ホームページ
掲載資料より抜粋
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医療と介護の複合ニーズが一層高まる
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2022年7月4日
第7回第8次医療計画等に関する検討会
資料１（抜粋）



第89回全国健康保険協会運営委員会（平成29年12月19日）
保険料率議論における理事長発言要旨（抜粋）

○ 今回の議論に当たり、協会の保険料率の設定には裁量の幅があり、財政状況の期間をどのように考えるかは選択の
問題ではあるが、より中長期の財政見通しも踏まえながらご議論いただくため、委員の皆様からのご提案に基づき、
今回は今後の保険料率のシミュレーションを新たに提示させていただいた。

○ これを見ると、平均保険料率の10％を維持した場合であっても、中長期的には10％を上回るという大変厳しい結
果となっている。このシミュレーションでは、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る財政の赤字構造が続いていくこと
や、団塊の世代が全て後期高齢者となっている2025年度以降も高齢者医療への拠出金が増大していくことが前提
となっているが、医療費適正化等の保険者努力を尽くしてもなお、こうした前提は現実として直視せざるを得ない状
況にあると考えている。

○ 今回、運営委員や各支部の評議員の皆様からの意見では、平均保険料率10％維持と引下げの両方のご意見をいた
だいた。従来から平均保険料率10％が負担の限界であると訴えてきており、やはり中長期で見て、できる限りこの負
担の限界水準を超えないようにすることを基本として考えていく必要がある。

○ また、協会けんぽは被用者保険のセーフティネットとしての役割が求められ、それを支えるために、厳しい国家財政
の中でも多額の国庫補助が投入されていることも踏まえれば、加入者や事業主の皆様はもちろんのこと、広く国民に
とって十分にご理解いただける保険料率とする必要があると考える。

○ 最後に、来年度（※平成31年度）以降の保険料率についての議論のあり方について、一言申し上げたい。これまで3
年間、財政的に余裕があるという恵まれた、しかし同時に議論が難しい状況において、保険料率の議論を行ってきた
が、先ほども申し上げたとおり、医療費の伸びが保険料のベースとなる賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造や
更なる人口高齢化に伴う拠出金の増大は、容易に変わるとは考えられず、このため収支見通しが大幅に変わるとも考
えにくい。
保険料率をどれほどのタイムスパン、時間の幅で考えるかは保険者としての裁量の問題、選択の問題であるが、私ど
もとしては、やはり中期、5年ないし2025年問題と言われている以上、その辺りまで十分に視野に入れなければなら
ないと考えている。3回目の議論を終えるに当たり、中長期で考えるという立ち位置を明確にしたいと考えている。
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第１１８回全国健康保険協会運営委員会（令和４年９月1４日）
保険料率議論における理事長発言要旨（抜粋）

○ 今回、運営委員会の皆様より、私が平成２９年１２月の運営委員会において、「平均保険料率について、中長期で考え
る」と申し上げたことについての現状認識に関するご質問をいただいたので、私の認識を申し上げたい。まず、当時平
均保険料率について、中長期で考えると申し上げたことについては、間違っていなかったと思っている。

○ 今回提示させていただいた今後の財政収支見通しの試算では、平均保険料率１０％を維持した場合であっても、数
年後には単年度収支が赤字に転落する。２０２５年には、団塊の世代がすべて７５歳以上の後期高齢者になり、後期高
齢者支援金の一層の増加が見込まれ、また、２０４０年には６５歳以上の高齢者人口が最も多くなり、今後我々の負担
する医療費は確実に増えていく。

○ 一方で、現在の平均保険料率１０％は、保険料をお支払いいただいている事業主及び被保険者の皆様の負担の限界
水準であると認識しており、できる限りこの負担の限界水準を超えないように努力することが必要であると考えてい
る。

○ また、保有する準備金の水準については、現在猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症と同様、もしくはそれ
以上の影響がある感染症が今後発生しないとは言えず、現在保有している約４兆3,000億円の準備金が本当に必要
な水準であるかどうかは一概には言えないと考えている。大きな金額ではあるが、仮に4,000万人の加入者一人当
たり１０万円分の医療費がかかったとしたら、すぐに吹き飛んでしまう金額でもある。

○ 私としては、制度の持続可能性の確保を図り、効率的かつ質の高い医療を実現するよう国に対して働きかけていく
こと、事業主及び加入者の皆様と協力しながら、保健事業に一層力を入れていくことによって、加入者の皆様が健康
的な生活を送ることができるようにしていきたい。その結果、一人当たり医療費が増えないようになれば、できる限り
長く、平均保険料率１０％を超えないようにすることができる。６５歳以上の高齢者人口が最も多くなる２０４０年に向
けて、医療費適正化や健康寿命の延伸に最大限保険者の役割を果たしながら、できる限り長く平均保険料率１０％を
超えないよう努力していきたい。これが私の「中長期で考える」ことに関する現状認識である。
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